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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源からフィールド機器の内部回路へ第１の電源電圧を供給する第１の電源線とアース
との間に挿入され、容量が調整可能なように構成された第１の容量調整部と、
　前記電源から前記フィールド機器の内部回路へ第２の電源電圧を供給する第２の電源線
と前記アースとの間に挿入され、容量が調整可能なように構成された第２の容量調整部と
、
　前記第１の電源線と前記第２の電源線との間の第１の交流電位差を測定するように構成
された第１の測定部と、
　前記第１の電源線と前記アースとの間の第２の交流電位差を測定するように構成された
第２の測定部と、
　前記第２の電源線と前記アースとの間の第３の交流電位差を測定するように構成された
第３の測定部と、
　前記第１の交流電位差と基準値との大小判定、および前記第２の交流電位差と前記第３
の交流電位差の大小判定を行うように構成された判定部と、
　前記判定部の判定結果に応じて前記第１、第２の容量調整部の容量を調整するように構
成された制御部とを備えることを特徴とするノイズ対策回路。
【請求項２】
　請求項１記載のノイズ対策回路において、
　前記制御部は、前記第１の交流電位差が前記基準値以上の場合に、前記第２の交流電位
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差と前記第３の交流電位差の大小判定の結果に基づいて、前記第１の交流電位差が小さく
なる方向に前記第１、第２の容量調整部の容量を調整することを特徴とするノイズ対策回
路。
【請求項３】
　請求項２記載のノイズ対策回路において、
　前記制御部は、前記第１の交流電位差が前記基準値以上の場合で、かつ前記第２の交流
電位差が前記第３の交流電位差よりも小さい場合に、前記第１の容量調整部の容量が減る
方向に調整し、前記第１の交流電位差が前記基準値以上の場合で、かつ前記第２の交流電
位差が前記第３の交流電位差よりも大きい場合に、前記第２の容量調整部の容量が減る方
向に調整することを特徴とするノイズ対策回路。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のノイズ対策回路を備えることを特徴とするフィ
ールド機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノイズ対策回路およびフィールド機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　バルブポジショナや圧力発信器等、工業市場で用いられるフィールド機器は、しばしば
電源とフィールド機器間にノイズ源が存在する環境にて使用される。例えば、アース（地
面）は通常どこでも同電位として扱うが、実際には距離が離れることで２地点間の電気的
な抵抗成分も増える。抵抗成分が増えると、電源とフィールド機器間がある程度離れて設
置される場合に、電源の地点のアースとフィールド機器の地点のアース間に電位差すなわ
ちノイズが発生し、フィールド機器の動作に影響を及ぼすことがある。また、電源とフィ
ールド機器間のケーブルが他のケーブルと並行して配線される場合に、ケーブル間の容量
結合により他のケーブルからのノイズが電源とフィールド機器間のケーブルに重畳するこ
とがある。
【０００３】
　図１１に示すように、従来のフィールド機器１００では、各種ノイズ対策として＋（プ
ラス）電源線Ｌ１とアースＡ間、および－（マイナス）電源線Ｌ２とアースＡ間にコンデ
ンサＣ１００，Ｃ１０１を接続している。電源とフィールド機器との間にノイズ源が存在
する際、電源やフィールド機器の回路構成やケーブルの状態により、ノイズの影響の受け
方が変わる。特に、ノイズは交流成分として作用するため、電源やフィールド機器がそれ
ぞれアースに対しどのような容量成分を有するかは重要な問題となる。
【０００４】
　しかしながら、電源や各フィールド機器のアースに対する容量成分については特に決ま
り事がないため、現場にて様々なメーカーの電源やフィールド機器が接続された際、これ
らの組合せがアースに対してどのような容量成分を形成するかは分からない。このため、
図１１に示したような回路構成で全ての現場に最適となるノイズ対策を実現することは困
難であり、場合によってはフィールド機器にとって好ましくないノイズ経路が形成されノ
イズの影響を受けることがある（特許文献１参照）。
【０００５】
　図１２を用いて従来の問題点を説明する。ここでは、電源２００の内部で－電源線Ｌ２
がアースＡ２に接地されている場合について説明する。図１２の例では、電源側アースＡ
２とフィールド機器側アースＡ１との間に例えば抵抗成分に起因するノイズ源Ｎが存在す
る。
【０００６】
　コンデンサＣ１００，Ｃ１０１の設定が適切でない場合、電源側アースＡ２を基準とし
てノイズ電圧の経路を考察すると、＋電源線Ｌ１については、フィールド機器側アースＡ
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１とコンデンサＣ１００とを介してノイズ電圧が伝達される状態となる。一方、－電源線
Ｌ２は、電源側アースＡ２と同じ電位となる。この状態において、フィールド機器１００
の＋電源線Ｌ１と－電源線Ｌ２との間にはノイズ電位差が生じた状態となり、図１２に示
す経路３００で、フィールド機器１００の内部回路１０１を介してノイズ電流が流れ、回
路動作に影響を与える。
【０００７】
　フィールド機器１００の動作がノイズの影響を受けた場合、その場で最適な容量設定に
なるよう、電源２００またはフィールド機器１００の回路を変更する、といった対策が必
要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１７－０２０６３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、フィールド機器や電源の改造・
交換を行うことなくノイズ対策を実施することができるノイズ対策回路およびフィールド
機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のノイズ対策回路（第１、第２の実施例）は、電源からフィールド機器の内部回
路へ第１の電源電圧を供給する第１の電源線とアースとの間に挿入され、容量が調整可能
なように構成された第１の容量調整部と、前記電源から前記フィールド機器の内部回路へ
第２の電源電圧を供給する第２の電源線と前記アースとの間に挿入され、容量が調整可能
なように構成された第２の容量調整部と、前記第１の電源線と前記第２の電源線との間の
第１の交流電位差を測定するように構成された第１の測定部と、前記第１の電源線と前記
アースとの間の第２の交流電位差を測定するように構成された第２の測定部と、前記第２
の電源線と前記アースとの間の第３の交流電位差を測定するように構成された第３の測定
部と、前記第１の交流電位差と基準値との大小判定、および前記第２の交流電位差と前記
第３の交流電位差の大小判定を行うように構成された判定部と、前記判定部の判定結果に
応じて前記第１、第２の容量調整部の容量を調整するように構成された制御部とを備える
ことを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明のノイズ対策回路の１構成例（第１、第２の実施例）において、前記制御
部は、前記第１の交流電位差が前記基準値以上の場合に、前記第２の交流電位差と前記第
３の交流電位差の大小判定の結果に基づいて、前記第１の交流電位差が小さくなる方向に
前記第１、第２の容量調整部の容量を調整することを特徴とするものである。
　また、本発明のノイズ対策回路の１構成例（第１、第２の実施例）において、前記制御
部は、前記第１の交流電位差が前記基準値以上の場合で、かつ前記第２の交流電位差が前
記第３の交流電位差よりも小さい場合に、前記第１の容量調整部の容量が減る方向に調整
し、前記第１の交流電位差が前記基準値以上の場合で、かつ前記第２の交流電位差が前記
第３の交流電位差よりも大きい場合に、前記第２の容量調整部の容量が減る方向に調整す
ることを特徴とするものである。
　また、本発明のフィールド機器（第１、第２の実施例）は、前記ノイズ対策回路を備え
ることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、電源からフィールド機器の内部回路へ電源電圧を供給する電源線とア
ースとの間に容量調整部を挿入することにより、フィールド機器が設置される現場でフィ
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ールド機器の電源線がアースに対して有する容量成分が適切になるように容量調整部の容
量を設定することによりノイズ経路を調整することができ、フィールド機器や電源の改造
・交換を行うことなくノイズ対策を実施することができる。
【００１３】
　また、本発明では、第１、第２、第３の測定部と判定部と制御部とを設けることにより
、フィールド機器が設置される現場でフィールド機器の電源線がアースに対して有する容
量成分が適切になるように容量調整部の容量を自動的に最適化することができ、適切なノ
イズ対策を自動的に実施することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の第１の参考例に係るフィールド機器の構成を示す回路図である
。
【図２】図２は、本発明の第１の参考例に係るノイズ対策回路の効果を説明する図である
。
【図３】図３は、本発明の第１の参考例に係るフィールド機器の別の構成を示す回路図で
ある。
【図４】図４は、本発明の第２の参考例に係るフィールド機器の構成を示す回路図である
。
【図５】図５は、本発明の第１の実施例に係るフィールド機器の構成を示す回路図である
。
【図６】図６は、本発明の第１の実施例に係るノイズ対策回路の動作を説明するフローチ
ャートである。
【図７】図７は、本発明の第１の実施例に係るフィールド機器の別の構成を示す回路図で
ある。
【図８】図８は、本発明の第１の実施例に係るノイズ対策回路の別の動作を説明するフロ
ーチャートである。
【図９】図９は、本発明の第２の実施例に係るフィールド機器の構成を示す回路図である
。
【図１０】図１０は、本発明の第２の実施例に係るノイズ対策回路の動作を説明するフロ
ーチャートである。
【図１１】図１１は、従来のノイズ対策回路の構成を説明する回路図である。
【図１２】図１２は、従来のノイズ対策回路の問題点を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［第１の参考例］
　以下、本発明の参考例について図面を参照して説明する。図１は本発明の第１の参考例
に係るフィールド機器の構成を示す回路図である。フィールド機器１は、各種の機能を実
現する内部回路１０と、ノイズ対策回路１１とを備えている。
【００１６】
　内部回路１０は、例えばバルブの開度を制御したり（フィールド機器１がバルブポジシ
ョナの場合）、２点間の圧力の差または絶対圧を測定したりする（フィールド機器１が圧
力発信器の場合）ための回路である。なお、フィールド機器１は、バルブポジショナや圧
力発信器に限らないことは言うまでもない。
【００１７】
　ノイズ対策回路１１は、図示しない電源からフィールド機器１の内部回路１０へ正の電
源電圧を供給する＋電源線Ｌ１（第１の電源線）とアースＡとの間に挿入されるコンデン
サＣ１と、電源から内部回路１０へ負の電源電圧（例えばグランド電位）を供給する－電
源線Ｌ２（第２の電源線）とアースＡとの間に挿入されるコンデンサＣ２と、＋電源線Ｌ
１とアースＡとの間にコンデンサＣ１と直列に挿入されるスイッチＳＷ１と、－電源線Ｌ
２とアースＡとの間にコンデンサＣ２と直列に挿入されるスイッチＳＷ２とから構成され
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る。
【００１８】
　このように、本参考例では、＋電源線Ｌ１とアースＡとの間に、スイッチＳＷ１とコン
デンサＣ１とを直列に接続した第１の容量調整部１２－１を挿入し、－電源線Ｌ２とアー
スＡと間に、スイッチＳＷ２とコンデンサＣ２とを直列に接続した第２の容量調整部１２
－２を挿入している。
【００１９】
　これにより、本参考例では、フィールド機器１が設置される現場でフィールド機器１の
電源線Ｌ１，Ｌ２がアースＡに対して有する容量成分が適切になるようにスイッチＳＷ１
，ＳＷ２のＯＮ／ＯＦＦを設定して容量調整部１２－１，１２－２の容量を調整すること
によりノイズ経路を調整することができ、フィールド機器１や電源の改造・交換を行うこ
となくノイズ対策を実施することができる。
【００２０】
　図２を用いて本参考例の効果を説明する。ここでは、電源２の内部で－電源線Ｌ２がア
ースＡ２に接地されている場合について説明する。従来と同様に、図２の例では、電源側
アースＡ２とフィールド機器側アースＡ１との間に例えば抵抗成分に起因するノイズ源Ｎ
が存在する。
【００２１】
　ノイズ対策回路１１のスイッチＳＷ１をＯＦＦに設定し、スイッチＳＷ２をＯＮに設定
したときに、電源側アースＡ２を基準としてノイズ電圧の経路を考察すると、スイッチＳ
Ｗ１をＯＦＦに設定したことにより、フィールド機器側アースＡ１とコンデンサＣ１とを
介したノイズ経路３が遮断されるので、＋電源線Ｌ１にノイズ電圧が伝わることはない。
一方、－電源線Ｌ２は、電源側アースＡ２と同じ電位となる。この状態において、フィー
ルド機器１の＋電源線Ｌ１と－電源線Ｌ２との間にはノイズ電位差が生じないため、従来
のようなノイズ電流が内部回路１０に流れることはない。このように、本参考例では、ス
イッチＳＷ１，ＳＷ２のＯＮ／ＯＦＦを適切に設定することにより、ノイズ対策を実施す
ることができる。
【００２２】
　図１、図２では、スイッチとコンデンサとを直列に接続した回路を１電源線あたり１個
としたが、これに限るものではなく、図３に示すようにスイッチとコンデンサとを直列に
接続した回路を１電源線あたり複数個設けるようにしてもよい。＋電源線Ｌ１とアースＡ
との間に、スイッチＳＷ１とコンデンサＣ１とを直列に接続した回路を並列に複数配設し
た回路は第１の容量調整部１２－１ａを構成している。また、－電源線Ｌ２とアースＡと
間に、スイッチＳＷ２とコンデンサＣ２とを直列に接続した回路を並列に複数配設した回
路は第２の容量調整部１２－２ａを構成している。
【００２３】
　図３に示したフィールド機器１ａのノイズ対策回路１１ａによれば、フィールド機器１
ａの電源線Ｌ１，Ｌ２がアースＡに対して有する容量を細かく調整することができ、より
適切なノイズ対策を実施することが可能となる。
【００２４】
　なお、スイッチＳＷ１，ＳＷ２は機械的な操作によってＯＮ／ＯＦＦを設定できるもの
であってもよいし、外部からの制御信号によってＯＮ／ＯＦＦを設定できるものであって
もよい。
【００２５】
［第２の参考例］
　次に、本発明の第２の参考例について説明する。図４は本発明の第２の参考例に係るフ
ィールド機器の構成を示す回路図であり、図１、図３と同一の構成には同一の符号を付し
てある。本参考例のフィールド機器１ｂは、内部回路１０と、ノイズ対策回路１１ｂとを
備えている。
【００２６】
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　ノイズ対策回路１１ｂは、＋電源線Ｌ１とアースＡとの間に挿入されるバリアブルコン
デンサＣ３と、－電源線Ｌ２とアースＡとの間に挿入されるバリアブルコンデンサＣ４と
から構成される。バリアブルコンデンサＣ３は第１の容量調整部１２－１ｂを構成し、バ
リアブルコンデンサＣ４は第２の容量調整部１２－１ｂを構成している。
【００２７】
　このように、本参考例では、スイッチとコンデンサとを直列に接続した回路の代わりに
バリアブルコンデンサＣ３，Ｃ４を用いることにより、フィールド機器１の電源線Ｌ１，
Ｌ２がアースＡに対して有する容量を連続的に調整することができ、より適切なノイズ対
策を実施することが可能となる。
【００２８】
　なお、バリアブルコンデンサＣ３，Ｃ４は、機械的な操作によって容量が変化するもの
であってもよいし、外部からの制御信号によって容量が変化するものであってもよい。
【００２９】
［第１の実施例］
　次に、本発明の第１の実施例について説明する。図５は本発明の第１の実施例に係るフ
ィールド機器の構成を示す回路図であり、図１、図３、図４と同一の構成には同一の符号
を付してある。本実施例のフィールド機器１ｃは、内部回路１０と、ノイズ対策回路１１
ｃとを備えている。第１の参考例では、フィールド機器の設置場所でノイズ対策を行う作
業員がスイッチＳＷ１，ＳＷ２のＯＮ／ＯＦＦ設定を試行錯誤で決定する必要があった。
これに対して、本実施例は、スイッチＳＷ１，ＳＷ２のＯＮ／ＯＦＦ設定を自動的に最適
化するものである。
【００３０】
　ノイズ対策回路１１ｃは、コンデンサＣ１，Ｃ２と、スイッチＳＷ１，ＳＷ２と、＋電
源線Ｌ１と－電源線Ｌ２との間の交流電位差（第１の交流電位差）を測定する測定部１１
０と、＋電源線Ｌ１とアースＡとの間の交流電位差（第２の交流電位差）を測定する測定
部１１１と、－電源線Ｌ２とアースＡとの間の交流電位差（第３の交流電位差）を測定す
る測定部１１２と、測定部１１０の測定結果と基準値との大小判定、および測定部１１１
，１１２の測定結果の大小判定を行う判定部１１３と、判定部１１３の判定結果に応じて
スイッチＳＷ１，ＳＷ２のＯＮ／ＯＦＦを制御して容量を調整する制御部１１４とから構
成される。本実施例では、スイッチＳＷ１，ＳＷ２として、制御部１１４からの制御信号
によってＯＮ／ＯＦＦを設定できるものを用いる。
【００３１】
　図６は本実施例のノイズ対策回路１１ｃの動作を説明するフローチャートである。初期
状態では、制御部１１４はスイッチＳＷ１，ＳＷ２を共にＯＮ状態とする。測定部１１０
は、＋電源線Ｌ１と－電源線Ｌ２との間の交流電位差Ｖ１２を測定する（図６ステップＳ
１）。測定部１１１は、＋電源線Ｌ１とアースＡとの間の交流電位差Ｖ１を測定する（図
６ステップＳ２）。測定部１１２は、－電源線Ｌ２とアースＡとの間の交流電位差Ｖ２を
測定する（図６ステップＳ３）。測定部１１０～１１２は、交流電位差Ｖ１２，Ｖ１，Ｖ
２のピーク値を検出してもよいし、平均値を検出してもよい。
【００３２】
　続いて、判定部１１３は、測定部１１０によって測定された交流電位差Ｖ１２と予め定
められた基準値Ｖｒｅｆとの大小判定を行う。判定部１１３は、｜Ｖ１２｜＜Ｖｒｅｆ、
すなわち交流電位差Ｖ１２の絶対値が基準値Ｖｒｅｆよりも小さい場合（図６ステップＳ
４においてＹＥＳ）、内部回路１０がノイズの影響を受ける可能性はないと判断する。制
御部１１４は、交流電位差Ｖ１２の絶対値が基準値Ｖｒｅｆよりも小さい場合、現在のス
イッチＳＷ１，ＳＷ２の状態（ここでは共にＯＮの状態）を維持して、処理を終了する。
【００３３】
　基準値Ｖｒｅｆの決定は、例えば内部回路１０がノイズの影響を受けない状態からノイ
ズの影響を受ける状態に遷移する状況を現場で実験的に作り出し、この内部回路１０の状
態が遷移するときの交流電位差Ｖ１２の絶対値を基準値Ｖｒｅｆとして設定すればよい。
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【００３４】
　判定部１１３は、交流電位差Ｖ１２の絶対値が基準値Ｖｒｅｆ以上の場合（ステップＳ
４においてＹＥＳ）、内部回路１０がノイズの影響を受ける可能性があると判断し、測定
部１１１によって測定された交流電位差Ｖ１と測定部１１２によって測定された交流電位
差Ｖ２との大小判定を行う。交流電位差Ｖ１はコンデンサＣ１の両端電圧に相当し、交流
電位差Ｖ２はコンデンサＣ２の両端電圧に相当する。
【００３５】
　判定部１１３は、｜Ｖ１｜＜｜Ｖ２｜、すなわち交流電位差Ｖ１の絶対値が交流電位差
Ｖ２の絶対値よりも小さい場合（図６ステップＳ５においてＹＥＳ）、フィールド機器側
アースＡ１とコンデンサＣ１とを介して＋電源線Ｌ１に至る経路がノイズ経路であると判
断する。つまり、交流電位差Ｖ１が小さい分だけノイズ電圧が内部回路１０に印加されて
いることになる。制御部１１４は、交流電位差Ｖ１の絶対値が交流電位差Ｖ２の絶対値よ
りも小さい場合、スイッチＳＷ１をＯＮからＯＦＦに切り替え、現在のスイッチＳＷ２の
状態（ここではＯＮ）を維持して（図６ステップＳ６）、処理を終了する。
【００３６】
　判定部１１３は、｜Ｖ１｜＞｜Ｖ２｜、すなわち交流電位差Ｖ１の絶対値が交流電位差
Ｖ２の絶対値よりも大きい場合（ステップＳ５においてＮＯ）、フィールド機器側アース
Ａ１とコンデンサＣ２とを介して－電源線Ｌ２に至る経路がノイズ経路であると判断する
。つまり、交流電位差Ｖ２が小さい分だけノイズ電圧が内部回路１０に印加されているこ
とになる。制御部１１４は、交流電位差Ｖ１の絶対値が交流電位差Ｖ２の絶対値よりも大
きい場合、現在のスイッチＳＷ１の状態（ここではＯＮ）を維持して、スイッチＳＷ２を
ＯＮからＯＦＦに切り替え（図６ステップＳ７）、処理を終了する。判定部１１３と制御
部１１４の動作を表１に示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　以上のように、本実施例では、フィールド機器１ｃが設置される現場でフィールド機器
１ｃの電源線Ｌ１，Ｌ２がアースＡに対して有する容量成分が適切になるようにスイッチ
ＳＷ１，ＳＷ２のＯＮ／ＯＦＦを自動的に最適化することができ、適切なノイズ対策を自
動的に実施することが可能となる。
【００３９】
　本実施例は、スイッチとコンデンサとを直列に接続した回路を１電源線あたり複数個設
ける構成に適用してもよい。この場合のフィールド機器１ｄの構成を図７に示し、ノイズ
対策回路１１ｄの動作を図８に示す。図８のステップＳ１～Ｓ４の処理は上記のとおりで
ある。
【００４０】
　ノイズ対策回路１１ｄの判定部１１３ｄは、交流電位差Ｖ１２と基準値Ｖｒｅｆとの大
小判定を上記のとおり行い（図８ステップＳ４）、交流電位差Ｖ１２の絶対値が基準値Ｖ
ｒｅｆ以上の場合、交流電位差Ｖ１と交流電位差Ｖ２との大小判定に応じた処理を上記の
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とおり行う（図８ステップＳ５～Ｓ７）。そして、判定部１１３ｄは、ステップＳ５～Ｓ
７の処理後に、測定部１１０～１１２の測定結果を再び取得し（図８ステップＳ８～Ｓ１
０）、交流電位差Ｖ１２の絶対値が基準値Ｖｒｅｆよりも小さくなるまで（図８ステップ
Ｓ１１においてＹＥＳ）、あるいは状態を変更すべきスイッチの側にＯＮ状態からＯＦＦ
状態に変更できるスイッチが存在しなくなるまで（図８ステップＳ１２においてＮＯ）、
ステップＳ５～Ｓ７の処理を繰り返し実行する。
【００４１】
　例えば判定部１１３ｄは、制御部１１４ｄによって複数のスイッチＳＷ１の中の１つが
ＯＮ状態からＯＦＦ状態に変更された後に（ステップＳ６）、最新の交流電位差Ｖ１２の
絶対値が未だ基準値Ｖｒｅｆ以上で（ステップＳ１１においてＮＯ）、複数のスイッチＳ
Ｗ１の中にＯＮ状態のスイッチが残っている場合（ステップＳ１２においてＹＥＳ）、ス
テップＳ５に戻る。また、判定部１１３ｄは、制御部１１４ｄによって複数のスイッチＳ
Ｗ２の中の１つがＯＮ状態からＯＦＦ状態に変更された後に（ステップＳ７）、最新の交
流電位差Ｖ１２の絶対値が未だ基準値Ｖｒｅｆ以上で（ステップＳ１１においてＮＯ）、
複数のスイッチＳＷ２の中にＯＮ状態のスイッチが残っている場合（ステップＳ１２にお
いてＹＥＳ）、ステップＳ５に戻る。
【００４２】
　こうして、交流電位差Ｖ１２の絶対値が小さくなる方向に（交流電位差Ｖ１の絶対値と
交流電位差Ｖ２の絶対値とが等しい値になるように）、複数のスイッチＳＷ１，ＳＷ２の
ＯＮ／ＯＦＦを自動的に最適化することができ、より適切なノイズ対策を実施することが
可能となる。
【００４３】
［第２の実施例］
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。図９は本発明の第２の実施例に係るフ
ィールド機器の構成を示す回路図であり、図１、図３～図５、図７と同一の構成には同一
の符号を付してある。本実施例のフィールド機器１ｅは、内部回路１０と、ノイズ対策回
路１１ｅとを備えている。第２の参考例では、フィールド機器の設置場所でノイズ対策を
行う作業員がバリアブルコンデンサＣ３，Ｃ４の容量を試行錯誤で決定する必要があった
。これに対して、本実施例は、バリアブルコンデンサＣ３，Ｃ４の容量を自動的に最適化
するものである。
【００４４】
　ノイズ対策回路１１ｅは、バリアブルコンデンサＣ３，Ｃ４と、測定部１１０～１１２
と、判定部１１３ｅと、判定部１１３ｅの判定結果に応じてバリアブルコンデンサＣ３，
Ｃ４の容量を調整する制御部１１４ｅとから構成される。本実施例では、バリアブルコン
デンサＣ３，Ｃ４として、制御部１１４ｅからの制御信号によって容量を変更できるもの
を用いる。
【００４５】
　図１０は本実施例のノイズ対策回路１１ｅの動作を説明するフローチャートである。図
１０のステップＳ１～Ｓ５の処理は第１の実施例で説明したとおりである。
　制御部１１４ｅは、交流電位差Ｖ１の絶対値が交流電位差Ｖ２の絶対値よりも小さい場
合（図１０ステップＳ５においてＹＥＳ）、バリアブルコンデンサＣ３の容量が所定量だ
け小さくなるように制御し、バリアブルコンデンサＣ４の現在の容量を維持する（図１０
ステップＳ１３）。
【００４６】
　また、制御部１１４ｅは、交流電位差Ｖ１の絶対値が交流電位差Ｖ２の絶対値よりも大
きい場合（ステップＳ５においてＮＯ）、バリアブルコンデンサＣ４の容量が所定量だけ
小さくなるように制御し、バリアブルコンデンサＣ３の現在の容量を維持する（図１０ス
テップＳ１４）。
【００４７】
　判定部１１３ｅは、ステップＳ５，Ｓ１３，Ｓ１４の処理後に、測定部１１０～１１２
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の測定結果を再び取得し（図１０ステップＳ１５～Ｓ１７）、交流電位差Ｖ１２の絶対値
が基準値Ｖｒｅｆよりも小さくなるまで（図１０ステップＳ１８においてＹＥＳ）、ある
いは変更すべきバリアブルコンデンサの容量が下限に達して容量を変更できなくなるまで
（図１０ステップＳ１９においてＮＯ）、ステップＳ５，Ｓ１３，Ｓ１４の処理を繰り返
し実行する。
【００４８】
　例えば判定部１１３ｅは、制御部１１４ｅによってバリアブルコンデンサＣ３の容量が
削減された後に（ステップＳ１３）、最新の交流電位差Ｖ１２の絶対値が未だ基準値Ｖｒ
ｅｆ以上で（ステップＳ１８においてＮＯ）、バリアブルコンデンサＣ３の容量を更に削
減することが可能（Ｃ３の容量を削減する方向に制御信号を変更可能）な場合（ステップ
Ｓ１９においてＹＥＳ）、ステップＳ５に戻る。また、判定部１１３ｅは、制御部１１４
ｅによってバリアブルコンデンサＣ４の容量が削減された後に（ステップＳ１４）、最新
の交流電位差Ｖ１２の絶対値が未だ基準値Ｖｒｅｆ以上で（ステップＳ１８においてＮＯ
）、バリアブルコンデンサＣ４の容量を更に削減することが可能（Ｃ４の容量を削減する
方向に制御信号を変更可能）な場合（ステップＳ１９においてＹＥＳ）、ステップＳ５に
戻る。
【００４９】
　こうして、交流電位差Ｖ１２の絶対値が小さくなる方向に（交流電位差Ｖ１の絶対値と
交流電位差Ｖ２の絶対値とが等しい値になるように）、バリアブルコンデンサＣ３，Ｃ４
の容量を自動的に最適化することができ、より適切なノイズ対策を実施することが可能と
なる。判定部１１３ｅと制御部１１４ｅの動作を表２に示す。
【００５０】
【表２】

【００５１】
　なお、図６、図８、図１０に示した処理は、例えばフィールド機器１ｃ，１ｄ，１ｅの
電源が投入されたときに１回実施してもよいし、一定時間毎に実施してもよいし、作業員
から指示があったときに実施してもよい。
【００５２】
　第１、第２の実施例で説明した判定部１１３，１１３ｄ，１１３ｅは、例えばＣＰＵ（
Central Processing Unit）、記憶装置及びインタフェースを備えたコンピュータと、こ
れらのハードウェア資源を制御するプログラムによって実現することができる。ＣＰＵは
、記憶装置に格納されたプログラムに従って第１、第２の実施例で説明した処理を実行す
る。
【００５３】
　第１、第２の参考例および第１、第２の実施例では、ノイズ対策回路１１，１１ａ～１
１ｅをフィールド機器１，１ａ～１ｅの内部に設けたが、これに限るものではなく、ノイ
ズ対策回路１１，１１ａ～１１ｅをフィールド機器１，１ａ～１ｅの外部に設けるように
してもよい。ただし、ノイズ対策回路１１，１１ａ～１１ｅの地点のアースとフィールド
機器１，１ａ～１ｅの地点のアースとの距離が長くなることを避けるため、ノイズ対策回
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。
【００５４】
　第１の参考例および第１の実施例では、スイッチＳＷ１とコンデンサＣ１とを直接的に
接続した回路を第１の容量調整部１２－１とし、スイッチＳＷ２とコンデンサＣ２とを直
接的に接続した回路を第２の容量調整部１２－２としているが、容量調整部１２－１，１
２－２はこのような形態に限るものではない。例えばスイッチＳＷ１とコンデンサＣ１と
の間、およびスイッチＳＷ２とコンデンサＣ２との間のそれぞれに、抵抗等の素子や回路
が挿入されていてもよい。すなわち、コンデンサＣ１，Ｃ２は、それぞれスイッチＳＷ１
，ＳＷ２と同列状に電源線とアースとの間に挿入され、スイッチＳＷ１，ＳＷ２と直接的
または間接的に接続されていればよい。
【００５５】
　図３、図７に示した第１の容量調整部１２－１ａにおいてもスイッチＳＷ１とコンデン
サＣ１とを含む回路を１電源線あたり複数個設けるようにすればよく、個々のコンデンサ
Ｃ１は同列のスイッチＳＷ１と直接的または間接的に接続されていればよい。同様に、第
２の容量調整部１２－２ａにおいてもスイッチＳＷ２とコンデンサＣ２とを含む回路を１
電源線あたり複数個設けるようにすればよく、個々のコンデンサＣ２は同列のスイッチＳ
Ｗ２と直接的または間接的に接続されていればよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、フィールド機器のノイズ対策に適用することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１，１ａ～１ｅ…フィールド機器、１０…内部回路、１１，１１ａ～１１ｅ…ノイズ対
策回路、１２－１，１２－１ａ，１２－１ｂ，１２－２，１２－２ａ，１２－１ｂ…容量
調整部、１１０～１１２…測定部、１１３，１１３ｄ，１１３ｅ…判定部、１１４，１１
４ｄ，１１４ｅ…制御部、Ｌ１，Ｌ２…電源線、Ａ…アース、Ｃ１，Ｃ２…コンデンサ、
Ｃ３，Ｃ４…バリアブルコンデンサ、ＳＷ１，ＳＷ２…スイッチ。
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